
　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
12
桁
の
個
人

番
号
）
を
記
載
し
た
「
通
知
カ
ー

ド
」
は
、
住
民
票
の
あ
る
住
所
へ

世
帯
ご
と
に
簡
易
書
留
で
届
き
ま

す
。
送
付
は
地
方
公
共
団
体
情
報

シ
ス
テ
ム
機
構
が
行
い
ま
す
。

住
民
票
の
届
出
先
に
ご
注
意
！

　

住
民
票
の
住
所
と
異
な
る
所
に

お
住
ま
い
の
方
は
、
住
民
票
の
住

所
異
動
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ

イ
オ
レ
ン
ス
被
害
な
ど
、
や
む
を

得
な
い
理
由
に
よ
っ
て
住
民
票
の

住
所
で
通
知
カ
ー
ド
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
は
、
住
民
票

の
あ
る
市
区
町
村
へ
居
所
情
報
の

登
録
に
つ
い
て
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

ご
確
認
を
！

通
知
カ
ー
ド
の
同
封
物

　

通
知
カ
ー
ド
が
送
付
さ
れ
る
封

筒
に
は
、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交

付
申
請
書
」、「
返
信
用
封
筒
」、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
の
説
明

書
類
が
同
封
さ
れ
ま
す
。

　

大
切
な
ご
案
内
で
す
の
で
必
ず

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

身
分
証
明
書
と
し
て
使
用
で
き

る
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
は
、
希

望
者
に
交
付
し
ま
す
。
初
回
の
交

付
手
数
料
は
無
料
で
す
。

　

申
請
か
ら
交
付
ま
で
の
手
続
き

は
、
次
の
手
順
で
行
い
ま
す
。

①
交
付
申
請

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

に
署
名
ま
た
は
記
名
押
印
を
し
、

顔
写
真
を
貼
付
の
上
、
通
知
カ
ー

ド
に
同
封
さ
れ
て
い
た
返
信
用
封

筒
で
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス

テ
ム
機
構
へ
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

②
交
付
通
知

　

平
成
28
年
1
月
以
降
に
「
個
人

番
号
カ
ー
ド
交
付
通
知
書
」
が
、

ご
住
所
に
届
き
ま
す
。

③
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
受
け
取
り

　

ご
本
人
が
、
市
役
所
の
窓
口
で

受
け
取
れ
ま
す
。
そ
の
際
、
次
の

も
の
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
通
知
カ
ー
ド

○
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
通
知
書

○
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認

書
類

○
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持

ち
の
方
の
み
）

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
受
け
取
る

際
に
は
、
通
知
カ
ー
ド
と
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
は
返
還
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
基

カ
ー
ド
）
の
交
付
は
、
平
成
27
年

12
月
に
終
了
し
ま
す
。
終
了
ま
で

に
交
付
さ
れ
た
住
基
カ
ー
ド
は
、

原
則
と
し
て
、
有
効
期
限
ま
で
は

ご
使
用
で
き
ま
す
が
、
住
基
カ
ー

ド
と
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
両
方
を

所
有
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

住
基
カ
ー
ド
へ
の
電
子
証
明
書

の
登
載
等
も
、
平
成
27
年
12
月
に

終
了
し
ま
す
。
原
則
と
し
て
、
電

子
証
明
書
は
有
効
期
限
ま
で
ご
利

用
で
き
ま
す
が
、
住
基
カ
ー
ド
に

登
載
さ
れ
た
電
子
証
明
書
の
更
新

は
、
平
成
28
年
１
月
以
降
行
う
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
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▲お送りする「通知カード」のイメージ▲お送りする「通知カ ド」のイメ ジ

個人番号　○○○…○○○

氏　　名　番号　花子

住　　所　△県○市□町1-1-1

平成○年□月△日生　　性別　女　　

発行　平成○○年○月○日　　　□□市長

通知カード

平成27年10月から

マイナンバーが通知カードで通知されます

希
望
者
に
交
付
し
ま
す

個
人
番
号
カ
ー
ド

住
基
カ
ー
ド
の
交
付
は

今
年
12
月
で
終
了

　事業者の皆さまも、税や社会保障の手続きなどで

マイナンバーや法人番号を取り扱うことになります。

会社法等で設立登記をした法人には、13桁の法人番

号が指定されます。

　平成28年１月以降、パートやアルバイトを含む全

従業員の源泉徴収票や雇用保険などの書類にマイナ

ンバーや法人番号を記載することになります。マイ

ナンバーを含む個人情報（特定個人情報）は、適切

に管理する必要があります。

事業者の方もマイナンバーを取り扱います

★全国共通ナビダイヤル　受付：９時30分～17時30分（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

　日本語窓口：TEL０５７０－２０－０１７８　　　外国語窓口：TEL０５７０－２０－０２９１

※通話料が必要です。一部ＩＰ電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、TEL０５０－３８１６－９４０５におかけください。

★西条市役所の問合せ先　受付：８時30分～17時15分（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

○制度について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥市庁舎本館３階　総合政策課　　　　　TEL0897－52－1244

○通知カード・個人番号カードについて‥‥市庁舎新館１階　市民生活課　市民係　TEL0897－52－1211

○税務関係書類への番号記載について‥‥‥市庁舎本館２階　市民税課　市民税係　TEL0897－52－1317

※国税については、国税庁ＨＰ（http://www.nta.go.jp/）内の「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞」をご覧ください。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の

お
問
い
合
わ
せ
先

▲「個人番号カード」のイメージと記載内容

氏名、住所、生年月日、性別、本人の写真表面 マイナンバー等が記載、ＩＣチップ搭載裏面


